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研究成果の概要（和文）： この研究は、裁判外の私的整理を含めて、清算型倒産手続との相違に留意しつつ、再建型
企業倒産処理を対象とするものである。本研究の主要な成果は以下のとおりである。
　私的整理が奏功せずに法的整理に移行した場合の否認権及び相殺禁止の法的規律について論じた。また債権法改正を
視野に入れつつ、否認権の要件について検討した。さらに濫用的会社分割への対応や国際倒産に関する諸問題について
も検討した。いわゆるDIP型更生手続のような、近時の裁判実務の運用についても、その問題点を指摘した。

研究成果の概要（英文）：This research has focused on rehabilitation type of corporate insolvency 
proceedings, including out-of-court workouts, with attention to differences from liquidation type of 
insolvency proceedings.
Major products of this research are as follows; argument regarding legal framework on avoidance and 
limitation of set-off in cases where out-of-court workout fails and the case is transferred to a legal 
insolvency proceeding, argument with respect to requirements of avoidance in consideration of the 
comprehensive reform of Civil Code, argument on measures against abusive corporate separation and some 
issues relating cross-border insolvency. This research has also dealt with issues regarding current court 
practice, such as so-called DIP type of corporate reorganization proceedings.

研究分野： 倒産法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 平成 8 年に開始された倒産法制の全面改
正作業は、平成 11 年の民事再生法の制定を
最初の成果とし、平成 16 年の破産法及び倒
産実体法の全面改正により概ね終了した。改
正倒産法の理論的研究は、改正作業と並行し
て開始され、平成 22 年前後で相当程度の水
準に達していたと言うことができる（本研究
の開始は平成 23 年）。しかし、当時の倒産法
の研究には、以下の 3 点において、なお十分
ではなかった部分があったと言わざるを得
ない。 
 
(2) 第 1 に、事業再生 ADR 等のいわゆる制
度化された私的整理の倒産法制全体の中で
の位置付けについての研究、特にソフトロー
研究と関連づけられた研究がほとんどされ
ていなかった。例えば、ある企業について私
的整理が開始され、しかし奏功せずに法的整
理に移行する場合（例として、平成 22 年に
更生手続を申し立てた JAL 及びウィルコム）
に、先行する私的整理における債権回収自粛
の要請（事業再生 ADR では一時停止通知）
が、法的整理における偏頗行為否認あるいは
相殺禁止の要件の 1 つである「支払停止」に
該当するかどうかという問題（平成 23 年に
申立てがされた林原の更生手続において現
に問題となった）については、ごく僅かの先
行研究があるのみであった。 
 関連して、平成 16 年の倒産法の改正にお
いて整備された法的倒産処理手続間の移行
に関する相当数の規定についても、研究が十
分に尽くされているとは言い難い状況であ
った。 
 
(3) 第 2 に、倒産法の解釈論は、伝統的には、
まず清算型手続を念頭に置いて検討し、次に
それを再建型手続に応用するという手順で
展開されてきたところ、このような順序での
検討により再建型固有の問題点の考察が手
薄になっていた。例えば、中小企業の再生に
固有の現象である、手続コスト負担能力の欠
乏や所有と経営との非分離を倒産法の解釈
論にどのように反映させるか、という問題意
識は、先行研究においては断片的であって、
必ずしも十分にはまとまっていなかった。 
 また、更生手続における株主の地位という
再建型固有の問題点についても、平成 14 年
の現行会社更生法の制定後に、まとまった研
究は存しなかった。 
 
(4) 第 3 に、平成 21 年 1 月に更生手続開始申
立てのあったクリードについて東京地裁が
いわゆる DIP 型更生手続を開始したように、
裁判所は再建型企業倒産処理手続の運用を
経済社会の要請に応じて大きく変化させて
いた。倒産手続開始後の、いわゆる商取引債
権の弁済の許可の運用の緩和もその例であ
る。しかしながら、この実務運用の変化につ
いて理論的な検証はほとんどされておらず、

研究者からのアプローチは喫緊の課題であ
った。 
 
２．研究の目的 
 以上のような、研究開始当時の状況をふま
えて、本研究は、私的整理を含めて、再建型
企業倒産処理についての総合的研究を行う
ことを目的とした。具体的には、以下のとお
りである。 
 第 1に、再建型企業倒産処理の全体の中で、
私的整理の役割を意識した倒産法の解釈論、
及び清算型に移行する場合をも視野に入れ
る議論を展開することである。 
 第 2 に、再建型企業倒産処理に固有の論点
を意識的に抽出して検討すること、及びその
前提として再建型・清算型に共通の論点につ
いて検討を深めることである。 
 第 3 に、近時変化の速い裁判所の再建型企
業倒産処理手続に関する実務運用を理論的
に検証することである。 
 以上の 3 点に加えて、平成 21 年 11 月に、
法制審議会民法（債権関係）部会が債権法の
改正作業を開始したところ、この改正は再建
型企業倒産処理に関する規律を含む倒産法
に必ず影響を与えるものであることから、そ
の審議過程をフォローしつつ、理論的な問題
を逐次検討することも目的とした。 
 また、現代においては一定規模以上の企業
倒産について渉外的な要素が含まれており、
国際倒産の問題も再建型企業倒産処理に関
する問題の一環として重要であることから、
国際倒産に関連する問題の研究も目的とし
た。 
 さらに、上述のような様々な問題について
解釈論では解決困難な場合には、立法論の提
唱も視野に入れることとした。 
 
３．研究の方法 
 本研究の目的の達成のためには、多様な事
業を検討するための強固な理論的枠組みの
構築がまずは必要となることから、最初は、
再建型企業倒産処理手続に関する既存の日
本の判例・学説を検討し、問題点を洗い出す
こととした。併せて、再建型企業倒産処理に
ついての公刊物（主として実務家の執筆によ
る事例紹介等）や裁判所・弁護士へのインタ
ビューを通じて、事例（特に近時の再建型倒
産処理手続に関する裁判実務運用）を収集し
て、それらを検討の素材とした。 
 
４．研究成果 
（以下では、後掲「５．主な発表論文等」に
おける雑誌論文、図書を「雑①」「図②」の
ように引用する。） 
(1) 先行研究においては、事業再生 ADR にお
ける一時停止通知のような債務免除要請行
為は、債権者による受入可能性から見て相当
性を備えたものは支払停止に該当しない、と
いう見解が唯一提唱されていた。一時停止後
の弁済は否認の対象とはならないとするこ



とによって、否認可能性による事業継続への
萎縮的効果を排して、私的整理の実効性を高
める意図があったものと思われる。 
 しかし他方、そのような見解には、私的整
理が挫折して法的整理に移行した場合に、私
的整理の進行中に他の債権者には知らされ
ないまま特定債権者に対してのみ弁済や担
保提供がされた場合に、それらの行為を否認
できないという問題点があった 
 本研究（図①松下論文、図②松下論文、図
⑦松下論文）は、上記のような議論において
は支払停止が規範的概念として理解されて
いるところ、債権者による受入可能性をはじ
めとして、多様な事情を支払停止概念に持ち
込むと判断が複雑かつ予見困難になるとい
う従来の見解の問題点を指摘した上で、一時
停止通知は支払停止に該当するという解釈
論を提唱し、秘密裏になされた弁済等につい
て法的整理に移行した場合の否認権の実効
性を確保しつつ、私的整理の過程で対象債権
者の同意のもとにされたいわゆる商取引債
権への弁済等は否認の対象とはならないと
いう議論を付加することによって、私的整理
の実効性も確保することを目指した。上記の
ような、本研究の提唱する解釈論は、研究者、
実務家によって一定の積極的な評価を受け
ているように見受けられる。 
 関連して、再生手続が中途で挫折して破産
手続に移行する場合における係属中の訴訟
等の帰趨について解釈論を検討した（図⑧）。
これは、従来の議論の一層の精緻化を図るも
のである。 
 
(2) 再建型企業倒産処理の中心的な課題であ
る中小企業の事業再生については、ポイント
は、手続コスト負担能力の欠乏や所有と経営
との非分離の 2点であることを指摘した上で、
それぞれについて以下のような議論を展開
した（雑①）。 
 手続コストの負担能力の欠乏を前提とす
る場合、事業再生のためにまずは私的整理を
模索すべきであり、単純に法的整理と私的整
理とを併置するのは適切ではない旨、私的整
理にも様々なタイプのものがあり、コストを
意識しつつ選択すべき旨を指摘した。 
 現行の民事再生法は、募集株式を引き受け
る者の募集を定める条項を含む再生計画案
の提出権者を再生債務者に限定しており（民
再 166 条の 2 第 1 項）、再生計画を通じた株
主構成の変更のイニシアティブを再生債権
者には認めていないところ、所有と経営との
非分離という事情を前提とするのであれば、
外部（再生債権者）からの乗っ取りをできな
くすることにも意味があること、しかし立法
論としては、外部への情報開示を前提に、募
集株式を引き受ける者の募集を定める条項
を含む再生計画案の提出権を再生債権者に
も認めるという議論もあり得る旨の指摘を
した。 
 上記とは逆に、一定規模以上の会社の利用

が想定されている更生手続における株主の
地位については、第 1 に、更生会社が債務超
過である場合の株主の議決権を否定する会
社更生法 166 条 2 項との関係で、残余財産優
先株の株主に議決権が認められる一方で、そ
の他の株主には議決権が認められない場合
がありうる旨の指摘をし、第 2 に、更生計画
によらない事業譲渡における株主の権限を
トラッキングストックとの関係で検討した
（図④）。第 1 の点は、更生手続の早期申立
てにより更生会社が債務超過には陥ってい
ないという事例が生ずることが今後想定さ
れることから、解釈論を固めておく必要があ
る論点である。 
 
(3) 平成 21 年から東京地裁が開始した、いわ
ゆる DIP 型更生手続という運用については、
以下のような指摘をした（図⑩）。第 1 に、
そのような運用は、従来の経営者が経営を続
けられるという点においては再生債務者と
類似するものの、従来の経営者は、その資格
ではなく、裁判所が監督し、解任も可能な管
財人という資格において経営を継続するの
である点が再生債務者とは大きく異なると
いう点を指摘した。この点は、従来必ずしも
十分には意識されていなかったものであり、
裁判所の実務運用に一定の緊張感を求める
指摘となっている。 
 第 2 に、更生手続開始決定後に調査委員を
選任して裁判所の要許可事項の申請の際に
調査委員の意見を付させるという運用は、再
生手続における監督委員の運用と同じく、裁
判所の負担過重を回避しつつ、いわゆる倒産
弁護士に蓄積された倒産処理に関する様々
な知見を活用する方法として望ましいこと
を指摘した。この点は、裁判所の運用に理論
面から相当性を検証したことになる。 
 
(4) 債権法改正は、倒産法の様々な部分に影
響を与えるものであるところ、本研究は、倒
産法上の否認権と密接な関係のある詐害行
為取消権の制度の改正について、否認権制度
と関連づけつつ、債権法改正と並行して検討
を続けた。債務者にも詐害行為取消訴訟の判
決の効力が及ぶことを前提とする詐害行為
取消訴訟の構造について検討し、また転得者
に対する取消の効果についても考察を加え
た（雑②、図⑤、図⑥、）。 
 関連して、否認権に関する解釈論等の基礎
的な検討も様々な角度から行った。具体的に
は、訴訟行為・執行行為の否認に関する検討
（図①畑論文）、詐害行為否認の要件に関す
る検討（図②垣内論文、図⑦垣内論文）であ
る。これらの基礎理論の上に、上述の詐害行
為取消権の制度の改正についての検証がさ
れている。 
 また、事業再生の手法として会社分割が用
いられることがしばしばあるところ、資産・
負債の不均衡な切り分けにより、残存債権者
（新設分割会社の債権者のうち、新設分割設



立会社に請求できないもの）を害する、いわ
ゆる濫用的会社分割への対応策も、再建型企
業倒産処理を検討する上では避けて通るこ
とができない。本研究では、その対応策のう
ち否認権に焦点を置いて、濫用的会社分割の
否認可能性について、どの類型の否認権が適
用可能かという角度から、従来の判例・学説
を検証した上で、否認権の実効性の確保とい
う観点から、詐害行為否認を中心として考え
るべきであるとの解釈論を提唱した（雑③）。 
 
(5) 一定規模以上の企業の再建型手続におい
てしばしば問題となる国際倒産に関しては、
従来の判例・学説の到達点を確認した上で、
現行の国際倒産法制には、外国の倒産手続に
おける弁済計画の認可決定の承認という制
度が欠けており、そのような制度を設けるべ
きであるとの立法論を提唱した（図③）。即
ち、外国倒産処理手続の開始決定の効力を日
本国内で適切に実現するためには、外国倒産
処理手続の承認という制度が設けられてい
るところ、そのようないわば入口の承認の制
度はあるのに対して、外国の弁済計画の認可
決定といういわば出口の承認の制度がない
ため、弁済計画の認可決定による権利変更の
効力を日本国内で確実に発生させる根拠が
欠けているのである。そのような問題点を解
消するために、外国倒産処理手続における弁
済計画の認可決定の承認の制度を設けるべ
きであるとの立法論である。なお、アメリカ
合衆国においては、日本の更生計画（エルピ
ーダメモリの更生事件におけるもの）の認可
決定が、アメリカ連邦破産法上の明示的な条
文上の根拠のないまま一般的な規定に基づ
いて承認されており、日本の更生計画による
権利変更の効力がアメリカ国内において適
切に実現されるように配慮されたことから、
上記のような立法論は、日米間の均衡という
観点からも重要となっている（アメリカにお
いて根拠とされた一般的な規定は日本には
存しないことから、日本では立法論として議
論すべきである。）。 
 
(6) 民事再生法が平成12年4月 1日に施行さ
れて、本研究の開始までに 11 年が経過して
いたところ、その間の運用により、現行法の
問題点が種々指摘されていた。本研究は、そ
のような問題点をとり上げて、望ましい立法
論を提唱した（図⑨）。 
 具体的には、再生手続の進行が迅速になっ
ていることとの関係で再生計画の条項に対
する不服申立て制度のあり方、開始後債権及
びいわゆる自認漏れ債権の時期的劣後とい
う扱いの当否、監督命令が再生計画認可後 3
年で失効することによる否認訴訟の帰趨及
び債権調査過程における監督委員の否認権
行使の可能性、再生計画案可決の際のいわゆ
る頭数要件の見直しという問題点である。こ
れらの問題点は、各弁護士会で検討されてい
る倒産法改正の議論にも反映されており、一

定のインパクトがあったと言うことができ
る。 
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